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当監査法人は、 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第23条の規定に基

づき、 公益社団法人日本証券アナリスト協会の2022年4月1日から2023年3月31日まで

の2022年度の貸借対照表、 正味財産増減計算書及び財務諸表に対する注記並びに附属明細

書について監査し、 あわせて、 正味財産増減計算書内訳表（以下、 これらの監査の対象書類

を「財務諸表等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、 上記の財務諸表等が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法

人会計の基準に準拠して、 当該財務諸表等に係る期間の財産及び正味財産増減の状況を、全

ての重要な点において遮正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を

行った。監査の基準における当監査法人の責任は、 「財務諸表等の監査における監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、 我が国における職業倫理に関する規定に従って、 法

人から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。 当監査

法人は、 意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、 事業報告及びその附属明細書並びに財産目録のうち意見の対象とさ

れていない部分である。 理事者の責任は、 その他の記載内容を作成し開示することにある。

また、監事の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における理事の職務

の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておら

ず、 当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程

において、その他の記載内容と財務諸表等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に
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監 査 報 告 書 

公益社団法人 日本証券アナリスト協会 

会長（代表理事） 小池 広靖 殿 

2023年 5月 15日 

公益社団法人 日本証券アナリスト協会 

監 事  増川 道夫 

2022年 4月 1日から 2023年 3月 31日までの 2022年度における業務及び会

計の監査を実施したので、次のとおり報告する。 

１．監査方法の概要 

理事および使用人と意思疎通を図り、情報の収集および監査環境の整

備・充実に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び

使用人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を

求めるなどにより、業務及び財産の状況を調査した。 

さらに、会計監査人である清泉監査法人から監査の実施状況及びその結

果について報告を受けるとともに、当該事業年度に係る貸借対照表、正味

財産増減計算書等の財務諸表について検討した。 

２．監査の結果 

（１）事業報告の内容は適正かつ正確であると認める。

（２）理事の業務執行に関し、不正行為又は法令若しくは定款に違反する重大

な事実はないと認める。

（３）貸借対照表、正味財産増減計算書等の財務諸表は、当協会の財産及び損

益の状況を適正に示しているものと認める。

（４）清泉監査法人の監査の方法および結果は相当であると認める。

以上 

（注）都合により印影を省略しています。 
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監 査 報 告 書 

公益社団法人 日本証券アナリスト協会 

会長（代表理事） 小池 広靖 殿 

2023年 5月 15日 

公益社団法人 日本証券アナリスト協会 

監 事  坂井 竜裕 

2022年 4月 1日から 2023年 3月 31日までの 2022年度における業務及び会

計の監査を実施したので、次のとおり報告する。 

１．監査方法の概要 

理事および使用人と意思疎通を図り、情報の収集および監査環境の整

備・充実に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び

使用人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を

求めるなどにより、業務及び財産の状況を調査した。 

さらに、会計監査人である清泉監査法人から監査の実施状況及びその結

果について報告を受けるとともに、当該事業年度に係る貸借対照表、正味

財産増減計算書等の財務諸表について検討した。 

２．監査の結果 

（１）事業報告の内容は適正かつ正確であると認める。

（２）理事の業務執行に関し、不正行為又は法令若しくは定款に違反する重大

な事実はないと認める。

（３）貸借対照表、正味財産増減計算書等の財務諸表は、当協会の財産及び損

益の状況を適正に示しているものと認める。

（４）清泉監査法人の監査の方法および結果は相当であると認める。

以上 

（注）都合により印影を省略しています。 
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監 査 報 告 書 

公益社団法人 日本証券アナリスト協会 

会長（代表理事） 小池 広靖 殿 

2023年 5月 15日 

公益社団法人 日本証券アナリスト協会 

監 事  松崎 裕之 

2022年 4月 1日から 2023年 3月 31日までの 2022年度における業務及び会

計の監査を実施したので、次のとおり報告する。 

１．監査方法の概要 

理事および使用人と意思疎通を図り、情報の収集および監査環境の整

備・充実に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び

使用人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を

求めるなどにより、業務及び財産の状況を調査した。 

さらに、会計監査人である清泉監査法人から監査の実施状況及びその結

果について報告を受けるとともに、当該事業年度に係る貸借対照表、正味

財産増減計算書等の財務諸表について検討した。 

２．監査の結果 

（１）事業報告の内容は適正かつ正確であると認める。

（２）理事の業務執行に関し、不正行為又は法令若しくは定款に違反する重大

な事実はないと認める。

（３）貸借対照表、正味財産増減計算書等の財務諸表は、当協会の財産及び損

益の状況を適正に示しているものと認める。

（４）清泉監査法人の監査の方法および結果は相当であると認める。

以上 

（注）都合により印影を省略しています。 
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